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1

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指

定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

技
能
検
定
職
種
の
追
加

１

技
能
検
定
に
係
る
検
定
職
種
の
う
ち
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
及
び
ホ
テ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
追

加
す
る
こ
と
。
（
別
表
第
十
一
の
三
の
三
、
別
表
第
十
一
の
三
の
四
関
係
）

２

技
能
検
定
の
職
種
ご
と
の
等
級
の
規
定
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
及
び
ホ
テ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
等
級
と
し
て
一
級
、
二
級
及
び
三
級
を
定
め
る
こ
と
。
（
別
表
第
十
一
の
四
関
係
）

３

技
能
検
定
の
職
種
ご
と
の
実
技
試
験
の
実
施
方
法
の
規
定
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
実
技
試
験

の
方
法
と
し
て
判
断
等
試
験
及
び
実
地
試
験
を
定
め
、
ホ
テ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
技
試
験
の
実
施
方
法
と
し
て
計

画
立
案
等
作
業
試
験
及
び
実
地
試
験
を
定
め
る
こ
と
。
（
別
表
第
十
一
の
四
の
二
関
係
）

第
二

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正

指
定
試
験
機
関
の
指
定
の
規
定
に
つ
い
て
、
検
定
職
種
と
し
て
ブ
ラ
イ
ダ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
及
び
ホ
テ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ



2

ン
ト
の
項
を
追
加
し
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
職
種
の
技
能
検
定
試
験
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
公

益
社
団
法
人
日
本
ブ
ラ
イ
ダ
ル
文
化
振
興
協
会
を
定
め
、
ホ
テ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
職
種
の
技
能
検
定
試
験
の
実
施
に
関
す

る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
ホ
テ
ル
業
界
検
定
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
協
議
会
を
定
め
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
（
附
則
関
係
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


